
建築設備に関する実務について 
 
 

下記の１及び２に該当する実務の経験を有する方が受講できます。

ご不明な場合はお問い合わせください。 

 
１．種別（建築設備に該当する主なもの） 

 

 

 

２．建築設備に関する実務の内容に該当する主なもの 
 

 


